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証券コード　3031
平成29年７月７日

株 主 各 位
東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目14番14号
株 式 会 社 ラ ク ー ン
　　代表取締役社長 小 方 　 功

第21回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第21回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいま
すようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お
手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙に議案
に対する賛否をご表示のうえ平成29年７月21日（金曜日）午後６時までに到着するようご返
送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成29年７月22日（土曜日）午前10時
２．場 所 東京都千代田区神田神保町二丁目36番１号

住友不動産千代田ファーストウイング１階
　ベルサール神保町アネックス
 （末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報告事項 １．第21期(平成28年５月１日から平成29年４月30日まで)事業報告、連結計

算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第21期(平成28年５月１日から平成29年４月30日まで)計算書類報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役６名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう
お願い申しあげます。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インター
ネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.raccoon.ne.jp/）に掲載させていただき
ます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

(平成28年 5 月 1 日から
平成29年 4 月30日まで)

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当連結会計年度（平成28年５月１日～平成29年４月30日）における我が国経済は、企業
収益や雇用環境の改善等から緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら、世界経
済は、海外における新興国の景気減速、英国のEU離脱問題や米国の政権交代による経済政策
の転換に対する警戒感が高まり、先行きは依然として不透明な状態となっております。
　このような状況の中、当社グループは「企業活動を効率化し便利にする」を経営理念に掲
げ、各企業間取引のインフラサービス事業の事業規模拡大に努めてまいりました。その結果、
当連結会計年度における売上高は2,359,311千円（前期比5.8％増）となりました。
　費用面におきましては、今期、EC事業の「スーパーデリバリー」における「SD export」
とPaid事業の「Paid」及び平成28年８月より提供開始した保証事業の「URIHO」の認知
度・知名度の向上及び集客加速のための広告投資を行いました。一方、保証事業において保
証履行額の減少により原価率が低下したことで利益が増加し、全社利益の増加に貢献いたし
ました。
　この結果、営業利益420,812千円（前期比6.9％増）、経常利益414,313千円（前期比12.7％
増）となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、第２四半期連結会計期間において
EC事業のソフトウエアの減損処理に伴う減損損失32,777千円を特別損失に計上し、
255,791千円（前期比6.9％増）となりました。

　セグメントごとの業績は、次のとおりであります。

－ 2 －

当事業年度の事業の状況
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ａ．EC事業
　EC事業におきましては、主力事業である「スーパーデリバリー」において、引き続き質
の高い会員小売店及び出展企業を獲得した上で、客単価や稼働率の向上を図り、両者の継
続した取引を拡大することで流通額を増加させていくことに取り組んでおります。これに
加えて、会員小売店となるターゲットを拡大することで購入客数を増加させ流通額を増加
させる施策にも取り組んでおります。現在、ターゲットを海外に広げた「SD export」と、
国内においては、これまで対象外としていた飲食業や理美容業、宿泊業、教育関連など小
売業以外の事業者まで拡大させていく取り組みを行っております。
　小売店以外の業種への流通については、業務提携により小売店以外の会員を増加させて
いく取り組みを積極的に実施しております。第３四半期連結会計期間における「民泊物
件.com」を運営する株式会社スペースエージェントとの業務提携を皮切りに、民泊事業者
による流通額が伸びていることから、仕入れ需要のある業種として注視し、民泊事業者を
支援する会社との業務提携に力を入れました。また、第４四半期連結会計期間においては、
新たな業種の仕入れニーズの開拓を行うため、「一般社団法人日本ホームステージング協
会」と業務連携を行いました。このような取り組みにより、流通額は徐々に増加してきて
おりますが、従来の会員小売店への流通額が伸び悩んだことで、国内流通額は前期比0.5％
減となりました。
　一方、「SD export」は、第４四半期連結会計期間において海外小売店の利便性向上の
ために、新たな配送方法として船便と変わらない料金で利用できる航空便を導入した他、
アジアに特化した化粧品口コミプラットフォーム「COSMERIA」と相互連携を行いまし
た。こうした取り組みにより、海外流通額（SD exportと日本語版サイトでの海外向け流
通額の合算）が前期比63.3％増となりました。
　この結果、「スーパーデリバリー」全体の流通額は9,834,504千円（前期比2.6％増）と
なりました。なお、当連結会計年度末における「スーパーデリバリー」の経営指標は会員
小売店数70,520店舗（前期末比18,148店舗増）、出展企業数1,189社（前期末比51社増）、
商材掲載数637,652点（前期末比78,380点増）となりました。

　「COREC」につきましては、引き続き知名度の向上及びユーザー（サプライヤーとバ
イヤー）の獲得に注力しております。その結果、当連結会計年度末におけるユーザー数は
11,092社となりました。

　EC事業の売上高は1,611,979千円（前期比1.8％増）、セグメント利益は222,299千円
（前期比0.4％減）となりました。
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当事業年度の事業の状況



2017/06/26 10:05:46 / 16284869_株式会社ラクーン_招集通知（Ｆ）

ｂ．Paid事業
　Paid事業におきましては、引き続き、加盟企業の獲得増加と獲得した加盟企業の稼働率
向上を図ることに取り組んでおります。平成29年４月期は、今後の成長をより加速するた
めの投資期間と位置づけ、Paidの認知度・知名度の向上を図り加盟企業を増加させるため
に、積極的な広告投資の実施や人員の増加を図った他、サービスの利便性、信頼性の向上
を図り、獲得した企業の稼働率の向上のためにシステム投資を行いました。第４四半期連
結会計期間においても、ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社が提供開始する「BtoB 
EC向け決済パッケージ」等、様々なサービスにPaidが導入されました。また、近年増加
しているサブスクリプション型（月額、年額など定額の継続課金）のビジネスモデルに対
応するサービスとして、請求を自動化できる新プラン「Paid 定額自動請求」の提供を開始
いたしました。こうした取り組み等により、加盟企業数は当連結会計年度末には2,200社
を超え、取扱高（連結グループ内の取扱高6,834,491千円を含む）は、16,585,255千円
（前期比23.7％増）となりました。
　この結果、Paid事業の売上高は427,646千円（前期比21.2％増）、セグメント利益は
27,883千円（前期比36.9％増）となりました。

ｃ．保証事業
　保証事業におきましては、引き続き営業力強化に取り組むことで保証残高の拡大を図っ
ております。売掛保証サービスの保証残高は第３四半期連結会計期間末までは、前連結会
計年度末よりも低い水準で推移しておりましたが、第４四半期連結会計期間中において、
使いやすさ向上のために会員サイトの機能及びデザインをリニューアルした他、利用すれ
ばするほど利用料金がお得になる新プラン「売上保証」の開始等、様々な取り組みをした
ことで、保証残高が回復いたしました。なお、事業用家賃保証サービス及び平成28年8月
よりサービス提供を開始した「URIHO」については、引き続き順調に増加いたしました。
この結果、第４四半期連結会計期間中に保証残高は100億円を突破し、11,349,825千円
（連結グループ内の保証残高1,560,351千円を含む）と前期末比24.4％増となり、売上高
は、720,616千円（前期比8.1％増）となりました。セグメント利益は、「URIHO」の知
名度向上及びクライアント獲得増加のために広告費を増加しましたが、その他の販売費及
び一般管理費が抑えられたことと、引き続き、保証履行額の減少により原価率が低下した
ことで168,161千円（前期比51.2％増）となりました。
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当事業年度の事業の状況
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②　設備投資の状況
　当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は75,392千円であります。
　その主なものはソフトウエア開発及びソフトウエア購入による設備の増加73,232千円、並
びに有形固定資産の購入による設備の増加1,444千円であります。

③　資金調達の状況
　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しており
ます。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 300,000千円

借入実行残高 －

借入未実行残高 300,000千円

－ 5 －

当事業年度の事業の状況
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⑵　財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第 18 期
(平成26年４月期)

第 19 期
(平成27年４月期)

第 20 期
(平成28年４月期)

第 21 期
(平成29年４月期)
(当　　期)

売 上 高（千円） 1,932,178 2,056,268 2,229,642 2,359,311
営 業 利 益（千円） 247,644 336,177 393,717 420,812
経 常 利 益（千円） 248,629 327,626 367,760 414,313
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益（千円） 123,445 201,659 239,376 255,791
１株当たり当期純利益 （円） 21.82 11.51 13.84 14.58
総 資 産（千円） 3,228,375 4,327,123 4,969,086 5,566,077
純 資 産（千円） 1,545,144 1,543,752 1,777,194 1,907,984
１ 株 当 た り 純 資 産 額 （円） 264.17 90.29 101.17 108.89
自 己 資 本 比 率 47.8％ 35.6％ 35.7％ 34.2％

(注)１．平成27年７月10日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年８月１日付で株式分割を行いましたが、第19期
の期首に株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定しております。

　　２．従来、売上原価に計上していた商品仕入高について、第19期より、売上高と相殺して表示する方法（純額表
示）に変更いたしました。そのため、第18期については遡及適用後の数値を記載しております。

　　②　当社の財産及び損益の状況

区 分 第 18 期
(平成26年４月期)

第 19 期
(平成27年４月期)

第 20 期
(平成28年４月期)

第 21 期
(平成29年４月期)
(当　　期)

売 上 高（千円） 1,565,706 1,653,432 1,754,919 1,861,663
営 業 利 益（千円） 142,048 234,677 260,519 217,783
経 常 利 益（千円） 173,714 249,878 252,783 243,282
当 期 純 利 益（千円） 84,582 156,244 168,773 144,679
１株当たり当期純利益 （円） 14.95 8.92 9.75 8.25
総 資 産（千円） 3,001,065 4,018,539 4,539,212 4,974,830
純 資 産（千円） 1,379,990 1,333,182 1,496,021 1,515,698
１ 株 当 た り 純 資 産 額 （円） 235.91 77.95 85.14 86.47
自 己 資 本 比 率 45.9％ 33.1％ 32.9％ 30.4％

(注)１．平成27年７月10日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年８月１日付で株式分割を行いましたが、第19期
の期首に株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定しております。

　　２．従来、売上原価に計上していた商品仕入高について、第19期より、売上高と相殺して表示する方法（純額表
示）に変更いたしました。そのため、第18期については遡及適用後の数値を記載しております。

－ 6 －

財産及び損益の状況
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⑶　重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 事 業 内 容

株 式 会 社 ト ラ ス ト ＆ グ ロ ー ス 300百万円 100％ 売 掛 債 権 保 証 事 業

⑷　対処すべき課題
①全社的な課題

新規事業の展開について
当社グループは、これまで企業間取引分野で事業展開することで企業価値を向上させて

まいりました。今後も、当社グループの中長期的な成長を持続させていくためには、更な
る収益基盤の強化及び事業領域を拡大していくことが課題であると認識しております。

この課題に対応するため、当社グループでは既存事業の事業成長とともに、新規事業に
も積極的に取り組んでまいります。なお、新規事業の創出に際しては、常に事業相互間で
のシナジー効果ないしはリソースの共有を意識した事業展開を行う方針であります。

②EC事業
ａ．スーパーデリバリーの海外展開

　「スーパーデリバリー」は、サービス開始以来、増収を続けておりますが、その成長ス
ピードを上げていくことが課題であると認識しております。
　この課題に対応するための施策の一つとして、これまで国内の小売店に限定していた取
引を、海外の小売店にも拡張しております。日本製の商品や、日本で企画された商品は海
外における人気が高いことから、海外展開を「スーパーデリバリー」の成長施策の一つと
して位置づけております。今後、海外の小売店に対する流通額の増加を促進するために、
戦略的な広告投資により集客を行い、また、利便性向上のためのシステム投資や仕組みの
導入に努める方針であります。

ｂ．スーパーデリバリーの出展企業の確保と安定的な取引の拡大
　「スーパーデリバリー」の中長期的な事業規模拡大には、新規の出展企業の獲得ととも
に、既存会員小売店との安定した継続取引の確保及び取引の拡大が課題であると認識して
おります。
　この課題に対応するために、小売店からのニーズが高い出展企業の更なる獲得、及び出
展企業１社の出品する商材掲載数の増加といったEC卸サイト媒体としての価値向上等に
取り組み、さらに、会員小売店の購入客数や客単価、リピート率の向上といった稼働率ア
ップを図る方針であります。

－ 7 －

重要な子会社の状況、対処すべき課題
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③Paid事業
参加企業の拡大

　Paid事業の事業規模拡大には、取扱高の増加が必要であり、そのためには、Paid内で取
引を行う加盟企業とPaidメンバーを増加させることが課題であると認識しております。
　この課題に対応するために、積極的かつ戦略的な広告投資による集客を行っていく方針
であります。また、獲得した加盟企業やPaidメンバーの利便性向上のためのシステム投資
にも努める方針であります。

④保証事業
ａ．利益の安定性

　保証事業は順調に保証残高を積み上げ成長をしておりますが、まだまだ規模が小さいと
認識しております。そのため、今後も積極的に事業規模を拡大し、保証残高を積み上げて
いく方針ですが、一方で当社内で一定のリスクをとるビジネスモデルであるため、保証履
行による損失が利益に与える影響が大きくならないようにしていくことが課題であると認
識しております。
　この課題に対応し安定的な利益成長をしていくため、保証先企業に対する審査基準を随
時見直し、保証履行の発生を抑えるよう努める他、再保証の活用や、免責事項付の商品の
提供等によりリスク分散に努めてまいります。

b．商品力の強化
　保証事業の事業規模拡大には、保証残高を積み上げていくことが必要であり、そのため
には、より多くの企業がクライアントとしてサービスを利用することが必要であると認識
しております。
　この課題に対応するために、様々な業界や規模のクライアントのニーズに対応した商品
の開発を行っていく方針であります。

－ 8 －

重要な子会社の状況、対処すべき課題
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⑸　主要な事業内容（平成29年４月30日現在）
事 業 区 分 事 業 内 容

Ｅ Ｃ 事 業

「スーパーデリバリー」
　アパレル・雑貨を取り扱う出展企業が全国の中小規模の会員小売店へ販
売するための企業間取引（BtoB）サイトの運営を行っております。

「COREC」
　業種を問わず、すべての企業間取引（BtoB）における受発注をWeb上
で一元管理できるクラウド受発注ツールを提供しております。

P a i d 事 業 　取引先への請求から代金回収までを一括で請負い売掛金の回収を保証する
決済サービスを提供しております。

保 証 事 業
　企業の取引先に対する売掛債権を保証することで保証料を徴収し、当該売
掛債権が支払い不能になった場合にあらかじめ設定した保証金額を企業に支
払うサービスを提供しております。

⑹　主要な営業所（平成29年４月30日現在）
①　当社

本　　社　：東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目14番14号
大阪支社　：大阪府大阪市中央区南船場四丁目11番28号　南船場ビル４階

②　子会社　　株式会社トラスト＆グロース
本　　社　：東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目14番14号
大阪支店　：大阪府大阪市中央区南船場四丁目11番28号　南船場ビル４階

－ 9 －

主要な事業内容、主要な営業所
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⑺　使用人の状況（平成29年４月30日現在）
①　企業集団の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

Ｅ Ｃ 事 業 101名 5名増

P a i d 事 業 12名 4名増

保 証 事 業 28名 1名減

合 計 141名 8名増

②　当社の使用人の状況
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

113名 9名増 33.8歳 7.0年

⑻　主要な借入先の状況（平成29年４月30日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 75,000千円

－ 10 －

使用人の状況、主要な借入先の状況
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２．株式の状況（平成29年４月30日現在）
　⑴　発行可能株式総数 37,411,200株
　⑵　発行済株式の総数 18,369,900株

 （注）ストック・オプションの行使により、発行済株式の総数は57,600株増加しております。
⑶　株主数 5,564名
⑷　大株主の状況

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
小 方 　 功 5,122,000株 29.27％
日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 2,048,600株 11.70％

株 式 会 社 広 明 通 信 社 420,300株 2.40％
石 井 俊 之 333,100株 1.90％
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 254,700株 1.45％

野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 投 信 口 ） 252,400株 1.44％
今 野 　 智 249,800株 1.42％
日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ５ ） 164,600株 0.94％

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 １ ） 136,800株 0.78％

ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ
Ｊ Ｐ Ｒ Ｄ 　 Ａ Ｃ 　 Ｉ Ｓ Ｇ 　 （ Ｆ Ｅ － Ａ Ｃ ）
常 任 代 理 人 　 株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行

133,600株 0.76％

(注)１．当社は、自己株式を870,538株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
　　２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑸　その他株式に関する重要な事項
　　当社は、平成29年３月14日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読
　み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得について決議し、以下のと
　おり取得いたしました。
　・取得した株式の種類　　　　当社普通株式
　・取得した株式の総数　　　　100,000株
　・取得価額の総額　　　　　　50,039,200円
　・取得期間　　　　　　　　　平成29年３月15日～平成29年３月30日
　・取得方法　　　　　　　　　東京証券取引所における市場買付

－ 11 －

株式の状況
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３．新株予約権等の状況
⑴　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況（平成29年４月

30日現在）
　　　①平成23年７月８日開催の取締役会決議による新株予約権

・新株予約権の数
756個

・新株予約権の目的となる株式の種類と数
普通株式　680,400株（新株予約権１個につき900株）

・新株予約権の払込金額
１個当たり　712円

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
１個当たり　62,100円（１株当たり　69円）

・新株予約権の行使に際して株式を発行する場合の資本組入額
１株当たり　35円

・新株予約権を行使することができる期間
平成23年７月27日から平成31年７月26日まで

・新株予約権の行使の条件
Ⅰ．新株予約権者は、以下の⒜及び⒝に掲げる条件がすべて満たされた場合に、その翌日

以降、新株予約権を行使することができる。
⒜　平成25年４月30日以降に終了する５連結会計年度における監査済みの当社連結

損益計算書に記載の営業利益の金額が１度でも230百万円を超過した場合。
⒝　行使期間中において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が金

112円を超過した場合。（ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、
取締役会により適切に調整される。）

Ⅱ．新株予約権者は、新株予約権の割当後、当社または当社の関係会社の役員、執行役員
または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当該時点以降新株予約権を行使
することができない。ただし、諸般の事情を考慮の上、当社取締役会が特例として認
めた場合はこの限りではない。

Ⅲ．新株予約権者につき相続が開始された場合は、新株予約権者の法定相続人（ただし、
法定相続人が複数いる場合には、遺産分割または法定相続人全員の合意により新株予
約権を取得すると定められた１名に限られる。）に限り、新株予約権者の権利義務そ
の他の地位を承継することができる。ただし、承継者が死亡した場合には、その相続
人は新株予約権を行使できない。

Ⅳ．新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を
超過することとなるときは、新株予約権を行使できない。

Ⅴ．新株予約権の一部行使はできない。

－ 12 －

新株予約権等の状況
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・当社役員の保有状況
新 株 予 約 権 の 数 目的となる株式の数 保 有 者 数

取 締 役
（ 社 外 取 締 役 を 除 く ） 508個 457,200株 3名

社 外 取 締 役 － － －
監 査 役 － － －

（注）上記のうち、取締役１名に付与している新株予約権は、取締役就任前に付与されたものであります。

　　　②平成26年11月13日開催の取締役会決議による新株予約権
　　　・新株予約権の数
　　　　3,215個
　　　・新株予約権の目的となる株式の種類と数
　　　　普通株式　964,500株（新株予約権１個につき300株）
　　　・新株予約権の払込金額
　　　　１個当たり　603円
　　　・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
　　　　１個当たり　49,500円（１株当たり165円）
　　　・新株予約権の行使に際して株式を発行する場合の資本組入額
　　　　１株当たり　83円
　　　・新株予約権を行使することができる期間
　　　　平成29年８月１日から平成39年７月31日
　　　・新株予約権の行使の条件
　　　Ⅰ．平成29年４月30日以降に終了する５連結会計年度における監査済みの当社連結損益計
　　　　　算書に記載の営業利益の金額が１度でも625百万円を超過した場合に、新株予約権を行
　　　　　使することができる。
　　　Ⅱ．割当日から新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する５取引
　　　　　日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が１度でも行
　　　　　使価額に50％を乗じた価格を下回った場合、上記Ⅰの条件を満たしている場合でも、新
　　　　　株予約権を行使することはできない。
　　　Ⅲ．新株予約権者は、新株予約権の割当後、当社または当社の関係会社の役員、執行役員ま
　　　　　たは従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当該時点以降新株予約権を行使する
　　　　　ことができない。ただし、諸般の事情を考慮の上、当社取締役会が特例として認めた場
　　　　　合はこの限りではない。
　　　Ⅳ．新株予約権者につき相続が開始された場合は、新株予約権者の法定相続人（ただし、法
　　　　　定相続人が複数いる場合には、遺産分割または法定相続人全員の合意により新株予約権
　　　　　を取得すると定められた１名に限られる。）に限り、新株予約権者の権利義務その他の
　　　　　地位を承継することができる。ただし、承継者が死亡した場合には、その相続人は新株
　　　　　予約権を行使できない。

－ 13 －

新株予約権等の状況
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　　　Ⅴ．新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超
　　　　　過することとなるときは、新株予約権を行使できない。
　　　Ⅵ．新株予約権の１個未満の行使を行うことはできない。

・当社役員の保有状況
新 株 予 約 権 の 数 目的となる株式の数 保 有 者 数

取 締 役
（ 社 外 取 締 役 を 除 く ） 3,215個 964,500株 3名

社 外 取 締 役 － － －
監 査 役 － － －

　⑵　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　　　該当事項はありません。

⑶　その他新株予約権等の状況
該当事項はありません。

－ 14 －

新株予約権等の状況
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４．会社役員に関する事項
⑴　取締役及び監査役の状況（平成29年４月30日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役 社 長 小 方 　 功

取 締 役 財 務 担 当 副 社 長 今 野 　 智 管理部長
株式会社トラスト＆グロース　取締役

取締役事業開発担当副社長 石 井 俊 之 Ｐａｉｄ事業推進部長
株式会社トラスト＆グロース　代表取締役社長

取 締 役 阿 部 智 樹 ＣＯＲＥＣ事業推進部長
取 締 役 羽 山 　 純 技術戦略部・デザイン戦略部　管掌
取 締 役 多 喜 田 　 二 　 郎
常 勤 監 査 役 植 松 定 啓 株式会社トラスト＆グロース　監査役

監 査 役 中 辻 一 剛 合同会社ＦＰＣ　代表社員
ＦＰＣ会計事務所　パートナー

監 査 役 小 宮 山 　 澄 　 枝
小宮山澄枝法律事務所　所長
オリックス債権回収株式会社　取締役
国立研究開発法人土木研究所　監事

（注）１．取締役 多喜田二郎氏は、社外取締役であります。
　　　２．常勤監査役 植松定啓氏、監査役 中辻一剛氏及び監査役 小宮山澄枝氏は、社外監査役であります。

３．監査役 中辻一剛氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有
するものであります。

４．当社は社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所
に届け出ております。

５．当事業年度中における取締役の重要な兼職の異動は、次のとおりであります。
氏 名 異 動 前 異 動 後 異 動 年 月 日

石 井 俊 之 株式会社トラスト＆グロース
取締役

株式会社トラスト＆グロース
代表取締役社長 平成28年５月１日

⑵　責任限定契約の内容の概要
　　　当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423
　　条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　　　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金100万円または法令が定める最低責任限度額

のいずれか高い額としております。

－ 15 －

会社役員に関する事項
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⑶　取締役及び監査役の報酬等の総額
区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（う　 ち　 社　 外　 取　 締　 役）

6名
（1名）

105百万円
（4百万円）

監 査 役
（う　 ち　 社　 外　 監　 査　 役）

4名
（4名）

14百万円
（14百万円）

合 計 10名 120百万円

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬限度額は、平成25年７月27日開催の第17回定時株主総会において年額400百万円以内（ただ

し、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
３．監査役の報酬限度額は、平成25年７月27日開催の第17回定時株主総会において年額50百万円以内と決議い

ただいております。

⑷　社外役員に関する事項
①　重要な兼職の状況及び当該兼職先と当社との関係

・常勤監査役 植松定啓氏は､　株式会社トラスト＆グロースの監査役を兼職しております｡　
株式会社トラスト＆グロースは当社の子会社であります。

・監査役 中辻一剛氏は、合同会社ＦＰＣの代表社員及びＦＰＣ会計事務所のパートナーを
兼職しております。当該兼職先と当社との間には、特別の関係はありません。

・監査役 小宮山澄枝氏は、小宮山澄枝法律事務所の所長、オリックス債権回収株式会社の
取締役及び国立研究開発法人土木研究所の監事を兼職しております。当該兼職先と当社と
の間には、特別の関係はありません。

②　当該事業年度における主な活動状況
・取締役会及び監査役会への出席状況

取締役会（18回開催） 監査役会（19回開催）

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

取 締 役 多 喜 田 　 二 　 郎 18回 100％ － －

常勤監査役 植 松 定 啓 14回 100％ 14回 100％

監 査 役 中 辻 一 剛 18回 100％ 19回 100％

監 査 役 小 宮 山 　 澄 　 枝 18回 100％ 19回 100％

（注）常勤監査役 植松定啓氏は、平成28年７月23日に監査役に就任しております。
　　　就任後は、開催された取締役会14回及び監査役会14回全てに出席しております。

－ 16 －
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・取締役会及び監査役会における発言状況
１．取締役 多喜田二郎氏は、これまでに培ってきた豊富なビジネス経験や実績に基づいた

企業経営に係る幅広い知識を活かし、必要に応じて発言を行っております。
２．常勤監査役 植松定啓氏は、財務・経理分野等における豊富なビジネス経験や実績に基

づく専門的な知識を活かし、必要に応じて発言を行っております。
３．監査役 中辻一剛氏は、公認会計士実務及び税理士実務を通じて培われた豊富な経験

と、財務・会計等の専門的な知識を活かし、必要に応じて発言を行っております。
４．監査役 小宮山澄枝氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を活かし、必要に

応じて発言を行っております。

５．会計監査人に関する事項
⑴　名称　　　　　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

⑵　報酬等の額
支 払 額

当 事 業 年 度 に 係 る 会 計 監 査 人 の 報 酬 等 の 額 20百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 20百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査
報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報
酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　　　２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切
であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいた
しました。

⑶　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、
監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監
査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を
報告いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
 ⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
 　　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務
　 の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

①　当社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　　当社では企業行動規範及びより具体的な行動について定めた行動基準を策定し、代表取締
　役社長を中心として、繰り返しその精神を取締役及び従業員に対し伝えることで法令遵守が
　あらゆる企業活動の前提であることを周知徹底する。
　　コンプライアンス・マニュアルを整備し、法令、定款及び企業倫理等、遵守すべき具体的
　な事項についての理解を深め、法令及び定款を遵守する体制を構築する。
　　代表取締役社長をコンプライアンス担当役員とし、法務担当者をコンプライアンス担当事
　務局とする。コンプライアンス担当事務局は、コンプライアンス・マニュアルの整備ととも
　にコンプライアンスへの知識を深める研修等を実施する。
　　当社は、内部監査を通じて業務内容の事態を把握し、また、法令、定款及び各種社内規程
　に基づき業務の適法、適切な運営が行われていることを監査する。
　　当社の取締役及び従業員が法令遵守上疑義のある行為を発見した場合は、速やかに通報・
　相談する体制を構築する。また、この場合の通報・相談者が不利益な扱いを受けないことと
　する。
　　市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一
　切の関係を遮断・排除する。また、警察、弁護士等の外部専門機関と連携し組織的に対応す
　る。

②　当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　　取締役の職務執行に係る情報は、法令、定款及び文書管理規程等の社内規程、方針に従っ
　て、文書（紙または電磁的媒体）に記録して適切に保管及び管理する体制を取る。

③　当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　　当社のリスク管理体制については、管理部門を管掌する取締役を委員長とするリスク管理
　委員会を設置してリスク管理の整備及び推進を行う。但し、個人情報管理については情報セ
　キュリティ委員会において整備及び推進を行う。
　　経営上のリスク分析及び対策の検討については、代表取締役社長を議長とし、常勤取締役
　が出席する経営会議において行う。また、不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長
　を中心とする対策本部を設置し、迅速な対応及び損害を最小限にとどめるよう努める。
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④　当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　　定時取締役会を月１回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催し、情報の共有及び意思の
　疎通を図り、業務執行に係る重要な意思決定を行うとともに、取締役の業務執行状況の監督
　を行う。
　　常勤取締役が出席する経営会議を適宜開催し、取締役会の決議事項について事前審議を行
　う他、取締役会未満の経営の重要事項についての審議を行う。
　　職務執行に関する権限及び責任については、業務分掌規程、職務権限規程等の社内規程で
　定め、随時見直しを行う。

⑤　当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体
制

ａ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
　　　当社の取締役または監査役が子会社の取締役または監査役を兼務し、子会社の取締役会
　　に出席することで業務上の重要事項等について報告を受ける。

　ｂ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　　　　子会社においてリスク管理上懸念の事実が発見された場合、子会社の取締役及び監査役

　は、当社リスク管理委員会に報告する。当社リスク管理委員会が子会社から報告を受けた
　場合、事実関係を調査の上、必要な措置を講じる。

　ｃ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　　　　子会社の事業運営については「関係会社管理規程」に基づき、管理部が主管部署となっ

　て子会社の管理を行う。また、経営に関しては、子会社の経営の独立性等を尊重しながら、
　重要事項については当社の取締役会で審議を行う。

　ｄ．子会社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
　の体制

　　　　代表取締役社長をコンプライアンス担当役員とし、経営企画部をコンプライアンス担当
　事務局とする。コンプライアンス担当事務局は、コンプライアンス・ガイドラインを整備
　し、法令、定款及び企業倫理等、遵守すべき具体的な事項についての理解を深め、法令及
　び定款を遵守する体制を構築する。

　　　　当社の内部監査担当者は、子会社の監査役や管理部門と連携し、子会社の管理状況及び
　業務活動についての内部監査を行う。

⑥　監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する
事項

　　内部監査担当者もしくは管理部の従業員が、必要に応じて監査役を補助することを社内規
　程において定める。
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⑦　前号の従業員の取締役からの独立性及び監査役の指示の実効性の確保に関する事項
　　監査役より監査役を補助することの要請を受けた場合、監査役を補助する従業員はその要
　請に関して取締役及び上長の指揮命令を受けない。また、当該従業員の任命、異動について
　は監査役会の同意を必要とする。

　⑧　当社及び子会社の取締役及び従業員が当社監査役に報告するための体制その他監査役への報
　　　告に関する体制

　　監査役は、取締役会に出席する他、社内の重要な会議にも必要に応じて出席し、代表取締
　役社長及び業務執行を担当する取締役から業務の執行状況について報告を受ける。
　　監査役は重要な決裁書類及び関係資料を閲覧し、必要に応じて当社及び子会社の代表取締
　役社長及び業務執行を担当する取締役へ報告を求めることができる。
　　当社及び子会社の取締役及び従業員は、重大な法令または定款違反及び不正な行為並びに
　当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知った時は、遅滞なく監査役に報告する。この
　他、監査役はいつでも必要に応じて当社及び子会社の取締役及び従業員に対し報告を求める
　ことができる。

⑨　監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保
するための体制

　　当社は、前号の報告をした当社及び子会社の取締役及び従業員が、当該報告をしたことを
　理由として、いかなる不利益な扱いも受けないことを保証し、報告者を保護する。

⑩　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　　監査役は、取締役会に出席する他、社内の重要な会議にも必要に応じて出席し、代表取締
　役社長及び業務執行を担当する取締役から業務の執行状況について報告を受ける。
　　監査役は、内部監査担当者と連携及び協力するとともに必要に応じて調査を求める。この
　他、会計監査人と定期的に意見交換を行う。
　　監査役が職務の執行につき生ずる費用の前払いまたは償還の手続等の請求をした場合は、
　監査役の請求に従い適時適切に当該費用の支払を行う。

⑪　財務報告の信頼性を確保するための体制
　　当社は金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制評価制度に適切に対応するため、
　代表取締役社長の指示の下、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能する
　ことを継続的に評価し是正を行う。
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 ⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
 　　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

①　コンプライアンスに対する取組みの状況
　　　コンプライアンス・マニュアルを整備し、取締役及び従業員に対してコンプライアンスに
　　関する研修を実施しております。また、問題の未然防止や早期発見を図るため内部及び外部
　　に通報・相談窓口を設置し、速やかに通報・相談が可能な体制を構築しております。

②　取締役の職務執行の適正及び効率性の確保に対する取組みの状況
　　　当社の取締役会は、社外取締役１名を含む取締役６名で構成され、社外監査役３名も出席
　　しております。取締役会は、原則として毎月１回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取
　　締役会を開催（当事業年度では18回開催）し、月次業績や業務執行状況の共有及び対策等の
　　検討や業務執行に係る重要な意思決定の迅速化を図っております。

③　当社グループにおける業務の適正の確保に対する取組みの状況
　　　当社の取締役及び監査役は、子会社の取締役または監査役を兼務しており、子会社の取締
　　役会に出席しております。子会社の取締役会で月次業績や業務執行状況の報告を受け、経営
　　上の重要事項については、当社の取締役会で審議を行っております。また、当社の内部監査
　　担当者が子会社の内部監査を実施し、子会社の業務の適正を確保しております。

④　監査役監査の実効性の確保に対する取組みの状況
　　　当社の監査役会は、社外監査役３名で構成され、原則として毎月開催の他、必要に応じて
　　開催（当事業年度では19回開催）し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を
　　行っております。また、常勤監査役は取締役会の他に社内の重要な会議にも出席し、積極的
　　に助言や提言を行っております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成29年４月30日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資　　産　　の　　部） （負　　債　　の　　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

求 償 債 権

貯 蔵 品

商 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

車 両 運 搬 具

工 具 、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定

の れ ん

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

敷 金 及 び 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

5,176,499

1,994,430

2,831,610

66,050

144

3,639

197,847

59,917

28,672

△5,813

389,577

26,229

8,256

0

17,972

212,447

161,847

13,645

34,830

2,124

150,900

97,664

42,281

10,891

62

流 動 負 債 3,608,286

買 掛 金 2,599,281

１年内返済予定の長期借入金 50,000

債権流動化に伴う支払債務 141,000

未 払 金 59,857

未 払 法 人 税 等 94,114

保 証 履 行 引 当 金 33,153

賞 与 引 当 金 40,016

販 売 促 進 引 当 金 8,740

預 り 金 402,281

そ の 他 179,840

固 定 負 債 49,806

長 期 借 入 金 25,000

資 産 除 去 債 務 2,805

そ の 他 22,000

負 債 合 計 3,658,093

（純　 資　 産　 の　 部）

株 主 資 本 1,905,507

資 本 金 823,392

資 本 剰 余 金 210,864

利 益 剰 余 金 1,121,316

自 己 株 式 △250,065

新 株 予 約 権 2,476

純 資 産 合 計 1,907,984

資 産 合 計 5,566,077 負 債 及 び 純 資 産 合 計 5,566,077

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
(平成28年 5 月 1 日から
平成29年 4 月30日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 2,359,311

売 上 原 価 374,591

売 上 総 利 益 1,984,719

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,563,906

営 業 利 益 420,812

営 業 外 収 益

受 取 手 数 料 3,932

雑 収 入 1,363 5,296

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,423

債 権 流 動 化 費 用 6,592

投 資 事 業 組 合 運 用 損 3,036

雑 損 失 742 11,795

経 常 利 益 414,313

特 別 損 失

事 務 所 移 転 費 用 5,625

減 損 損 失 32,777 38,402

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 375,911

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 138,824

法 人 税 等 調 整 額 △18,705 120,119

当 期 純 利 益 255,791

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 255,791

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
(平成28年 5 月 1 日から
平成29年 4 月30日まで)

（単位：千円）

株　　主　　資　　本
新株予約権 純資産合計

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本
合 　 　 計

当 期 首 残 高 821,382 208,854 944,462 △200,026 1,774,672 2,522 1,777,194

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 2,009 2,009 4,019 4,019

剰 余 金 の 配 当 △78,937 △78,937 △78,937
親会社株主に帰属する当期
純 利 益 255,791 255,791 255,791

自 己 株 式 の 取 得 △50,039 △50,039 △50,039

株主資本以外の項目の当期
変 動 額 ( 純 額 ) △45 △45

当 期 変 動 額 合 計 2,009 2,009 176,854 △50,039 130,834 △45 130,789

当 期 末 残 高 823,392 210,864 1,121,316 △250,065 1,905,507 2,476 1,907,984

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

⑴　連結の範囲等に関する事項
連結子会社の数　　　　　　　　１社
連結子会社の名称　　　　　　　株式会社トラスト＆グロース

⑵　連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

⑶　会計方針に関する事項
①　資産の評価基準及び評価方法
イ　有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
・時価のないもの　　　　　　移動平均法による原価法によっております。なお、投資事業有限責任組合への

出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の
決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

ロ　たな卸資産の評価基準及び評価方法
・商品　　　　　　　　　　　個別法による原価法によっております（貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）。
・貯蔵品　　　　　　　　　　先入先出法による原価法によっております（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）。
②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ８～15年
車両運搬具 ２年
工具、器具及び備品 ５～10年

ロ　無形固定資産（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア　　社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

③　引当金の計上基準
イ　貸倒引当金　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不
能見込額を計上しております。

ロ　保証履行引当金　　　　　　保証債務の保証履行に備えるため、当連結会計年度末における将来の損失発生
見込額を計上しております。
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ハ　求償債権引当金　　　　　　求償債権の貸倒れによる損失に備えるため、当連結会計年度末における将来の
損失発生見込額を計上しております。

ニ　賞与引当金　　　　　　　　従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべ
き金額を計上しております。

ホ　販売促進引当金　　　　　　販売促進を目的とするポイント制度により小売店に付与されたポイント利用
に備えるため、当連結会計年度末において将来利用されると見込まれる額を計
上しております。

④　のれんの償却方法及び償却期間
　　のれんの償却については、10年間の定額法により償却を行っております。
⑤　その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。なお、控除対
象外消費税及び地方消費税は当連結会計年度の費用として処理しております。

２．追加情報
　（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当連
結会計年度から適用しております。

３．連結貸借対照表に関する注記
⑴　資産から直接控除した求償債権引当金

求償債権 199,147千円

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 42,357千円

⑶　保証債務
　保証契約先から売上債権の保証の引受を行っており、下記保証債務残高は提供している保証枠の金額を記載して
おります。

保証債務残高 9,789,473千円
保証履行引当金 △33,153千円
保証債務残高（純額） 9,756,320千円
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４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度
期首の株式数(株)

当 連 結 会 計 年 度
増加株式数 (株 )

当 連 結 会 計 年 度
減少株式数 (株 )

当連結会計年度末
の 株 式 数 ( 株 )

発 行 済 株 式

普通株式（注）１ 18,312,300 57,600 － 18,369,900

合 計 18,312,300 57,600 － 18,369,900

自 己 株 式

普通株式（注）２ 770,538 100,000 － 870,538

合 計 770,538 100,000 － 870,538

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加57,600株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であり
ます。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加100,000株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であり
ます。

⑵　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり
配当額 基 準 日 効 力 発 生 日

平成28年 7 月23日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 78,937千円 4.50円 平成28年 4 月30日 平成28年 7 月25日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
　平成29年７月22日開催の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり
配当額 基 準 日 効 力 発 生 日

平成29年 7 月22日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 78,747千円 4.50円 平成29年 4 月30日 平成29年 7 月24日
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⑶　当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

区 分 新株予約権の内訳
新 株 予 約
権 の 目 的
と な る 株
式 の 種 類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（ 千 円 ）当連結会計

年 度 期 首
当連結会計
年 度 増 加

当連結会計
年 度 減 少

当連結会計
年 度 末

提出会社
(親会社)

自社株式オプション
としての第３回新株
予約権(注)１

普通株式 738,000 － 57,600 680,400 538

自社株式オプション
としての第４回新株
予約権(注)２

普通株式 964,500 － － 964,500 1,938

合 計 － 1,702,500 － 57,600 1,644,900 2,476

　(注)　１．第３回新株予約権の当連結会計年度の減少は、権利行使によるものであります。
２．第４回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
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５．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社は、経営戦略に照らして、必要な資金を調達（主に銀行借入及び売掛債権流動化）しております。一時的
な余剰資金については、主に銀行預金といった流動性の高い金融資産で運用し、利益を目的とした投機的な取引
は原則として行わない方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である売掛金及び求償債権や事業所の賃借に伴い支出した敷金及び保証金は取引先である顧客並び
に預入先の信用リスクに晒されております。
　営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。
　借入金は、経営戦略に係わる資金調達を目的としたものであり、返済完了日は最長で決算日後２年でありま
す。

③　金融商品に係わるリスク管理体制
イ　信用リスク（取引先の契約不履行等に係わるリスク）の管理

　売掛金については、債権管理規程に従い、管理部が取引先の入金状況を定期的にモニタリングし、取引先ご
とに期日及び残高を管理することでリスクの軽減を図っております。また一部債権については、信販、クレジ
ット及び代金引換便を用いることで、さらなるリスクの軽減を図っております。
　求償債権については、審査部が債務者の入金状況を定期的にモニタリングし、債務者ごとの期日及び残高を
管理することでリスク軽減を図っております。

ロ　市場リスク（金利等の変動リスク）の管理
　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、継続的なモニタリ
ングを行っております。

ハ　資金調達に係わる流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　管理部が適時に資金繰り計画を作成・更新することで、手許流動性を維持し、流動性リスクを管理しており
ます。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
より、当該価額が変動することがあります。
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⑵　金融商品の時価等に関する事項
平成29年４月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額

連結貸借対照表計上額
（千円） 時価（千円） 差額（千円）

⑴ 現 金 及 び 預 金 1,994,430 1,994,430 －

⑵ 売 掛 金 2,831,610

貸　倒　引　当　金（※1） △5,813

2,825,797 2,825,797 －

⑶ 求 償 債 権 66,050 66,050 －

⑷ 敷 金 及 び 保 証 金 42,281 42,038 △243

資 産 計 4,928,560 4,928,316 △243

⑴ 買 掛 金 2,599,281 2,599,281 －

⑵ 債権流動化に伴う支払債務 141,000 141,000 －

⑶ 未 払 金 59,857 59,857 －

⑷ 未 払 法 人 税 等 94,114 94,114 －

⑸ 預 り 金 402,281 402,281 －

⑹ 長　期　借　入　金（※2） 75,000 75,061 61

負 債 計 3,371,535 3,371,597 61

（※1）売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。
（※2）長期借入金は１年内返済予定の長期借入金と合計して表示しております。
（注）１．金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産
⑴　現金及び預金、⑵　売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。

⑶　求償債権
　求償債権については、過年度実績に基づき算定した貸倒見積高を控除した回収見込額等を連結貸借対照
表計上額としております。そのため時価は連結決算日における連結貸借対照表計上額に近似しているこ
とから、当該価額をもって時価としております。

⑷　敷金及び保証金
　敷金及び保証金は、主に本社及び事業所の賃貸借契約に伴い支払った敷金であり、時価の算定は、返還
予定時期を合理的に見積もり、予定入居期間を算定した上で、回収可能性を反映した受取見込額を、退去
までの期間に対応する安全性の高い利率で割り引いた現在価値によっております。
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負債
⑴　買掛金、⑵　債権流動化に伴う支払債務、⑶　未払金、⑷　未払法人税等、⑸預り金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。

⑹　長期借入金
　これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在
価値によっております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区分 金額（千円）

保証債務（※１） 9,789,473
投資事業有限責任組合への出資（※２） 71,664
非上場株式（※３） 26,000

（※１）保証債務については、市場性がなく、時価を把握することが困難と認められるため記載しておりませ
ん。

（※２）投資事業有限責任組合への出資については、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困
難と認められるもので構成されており、時価開示の対象としておりません。

（※３）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため記載して
おりません。

３．金銭債権の決算日後の償還予定額

１年以内（千円）
⑴ 現金及び預金 1,994,430
⑵ 売掛金 2,831,610

（注）求償債権66,050千円、敷金及び保証金42,281千円に関しては、償還予定額が見込めないため記載を省略
しております。

４．短期借入金及び長期借入金の決済日後の返済予定額

１年以内（千円） １年超２年以内（千円）
⑹ 長期借入金 50,000 25,000

６．１株当たり情報に関する注記
①　１株当たり純資産額 108円89銭
②　１株当たり当期純利益 14円58銭
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貸　借　対　照　表
（平成29年４月30日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資　　産　　の　　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

貯 蔵 品

商 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

車 両 運 搬 具

工 具 、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産

特 許 出 願 権 等

ソ フ ト ウ エ ア

ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

関 係 会 社 株 式

投 資 有 価 証 券

敷 金 及 び 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

4,356,155

1,455,026

2,824,339

66

3,639

16,283

20,809

36,701

△708

618,674

25,830

8,256

0

17,573

121,937

1,737

106,167

13,645

387

470,906

320,877

97,664

42,261

10,040

62

（負　　債　　の　　部）
流 動 負 債 3,409,324

買 掛 金 2,599,987
１年内返済予定の長期借入金 50,000
債権流動化に伴う支払債務 141,000
未 払 金 81,841
未 払 費 用 23,263
未 払 法 人 税 等 45,371
未 払 消 費 税 等 15,334
賞 与 引 当 金 25,660
販 売 促 進 引 当 金 8,740
前 受 金 10,208
預 り 金 400,218
そ の 他 7,698

固 定 負 債 49,806
長 期 借 入 金 25,000
資 産 除 去 債 務 2,805
そ の 他 22,000

負 債 合 計 3,459,131
（純　 資　 産　 の　 部）

株 主 資 本 1,513,221
資 本 金 823,392
資 本 剰 余 金 210,864

資 本 準 備 金 179,809
そ の 他 資 本 剰 余 金 31,055

利 益 剰 余 金 729,031
利 益 準 備 金 21,192
そ の 他 利 益 剰 余 金 707,838

繰 越 利 益 剰 余 金 707,838
自 己 株 式 △250,065

新 株 予 約 権 2,476
純 資 産 合 計 1,515,698

資 産 合 計 4,974,830 負 債 及 び 純 資 産 合 計 4,974,830
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書
(平成28年 5 月 1 日から
平成29年 4 月30日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 1,861,663

売 上 原 価 381,305

売 上 総 利 益 1,480,358

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,262,575

営 業 利 益 217,783

営 業 外 収 益

受 取 手 数 料 3,932

経 営 指 導 料 32,400

雑 収 入 961 37,293

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,423

債 権 流 動 化 費 用 6,592

投 資 事 業 組 合 運 用 損 3,036

雑 損 失 742 11,795

経 常 利 益 243,282

特 別 損 失

事 務 所 移 転 費 用 305

減 損 損 失 32,777 33,082

税 引 前 当 期 純 利 益 210,199

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 73,868

法 人 税 等 調 整 額 △8,349 65,519

当 期 純 利 益 144,679

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
(平成28年 5 月 1 日から
平成29年 4 月30日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 　 本
準 備 金

そ の 他
資 　 本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 　 計

利 　 益
準 備 金

そ　の　他
利益剰余金 利 　 益

剰 余 金
合 　 計繰 越 利 益

剰 余 金

当 期 首 残 高 821,382 177,799 31,055 208,854 13,298 649,990 663,289

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 2,009 2,009 2,009

剰 余 金 の 配 当 7,893 △86,831 △78,937

当 期 純 利 益 144,679 144,679

自己株式の取得

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 2,009 2,009 － 2,009 7,893 57,848 65,741

当 期 末 残 高 823,392 179,809 31,055 210,864 21,192 707,838 729,031

株主資本
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本
合 計

当 期 首 残 高 △200,026 1,493,499 2,522 1,496,021

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 4,019 4,019

剰 余 金 の 配 当 △78,937 △78,937

当 期 純 利 益 144,679 144,679

自己株式の取得 △50,039 △50,039 △50,039

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) △45 △45

当 期 変 動 額 合 計 △50,039 19,722 △45 19,677

当 期 末 残 高 △250,065 1,513,221 2,476 1,515,698
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項

⑴　資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券の評価基準及び評価方法
イ　子会社株式

移動平均法による原価法によっております。
ロ　その他有価証券

・時価のないもの　　　　　移動平均法による原価法によっております。なお、投資事業有限責任組合への
出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の
決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

②　たな卸資産の評価基準及び評価方法
・商品　　　　　　　　　　　個別法による原価法によっております（貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）。
・貯蔵品　　　　　　　　　　先入先出法による原価法によっております（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）。
⑵　固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。ただし、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用
しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物　　　　　　　　　　　　８～15年
車両運搬具　　　　　　　　　　　２年
工具、器具及び備品　　　　　５～10年

②　無形固定資産（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア　　社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

⑶　引当金の計上基準
①　貸倒引当金　　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不
能見込額を計上しております。

②　賞与引当金　　　　　　　　　従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金
額を計上しております。

③　販売促進引当金　　　　　　　販売促進を目的とするポイント制度により小売店に付与されたポイント利用
に備えるため、当事業年度末において将来利用されると見込まれる額を計上し
ております。

⑷　その他計算書類作成のための基本となる事項
消費税等の会計処理　　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。なお、控除対

象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

－ 35 －
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２．追加情報
　（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当事
業年度から適用しております。

３．貸借対照表に関する注記
⑴　有形固定資産の減価償却累計額 41,112千円

⑵　関係会社に対する金銭債権債務
短期金銭債権 12,656千円
短期金銭債務 28,818千円

４．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

営業取引による取引高
売上 121千円
売上原価 230,684千円
販売費及び一般管理費 3,414千円

営業取引以外の取引高 32,400千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当 事 業 年 度
期首の株式数(株)

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数 (株 )

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数 (株 )

当 事 業 年 度 末
の 株 式 数 ( 株 )

自 己 株 式

普通株式（注） 770,538 100,000 － 870,538

合 計 770,538 100,000 － 870,538
（注）普通株式の自己株式の株式数の増加100,000株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。
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６．税効果会計に関する注記
　　繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動）
未払事業所税等 4,647千円
賞与引当金 7,918千円
未払費用否認 5,301千円
販売促進引当金 2,697千円
貸倒引当金 218千円
一括償却資産 25千円

繰延税金資産（流動）小計 20,809千円
評価性引当額 －

繰延税金資産（流動）合計 20,809千円
繰延税金資産（流動）の純額 20,809千円

繰延税金資産（固定）
減価償却超過額 10,559千円
資産除去債務 859千円
一括償却資産 27千円
その他 139千円

繰延税金資産（固定）小計 11,585千円
評価性引当額 △859千円

繰延税金資産（固定）合計 10,726千円
繰延税金負債（固定）

資産除去債務に対応する除去費用 473千円
その他 212千円

繰延税金負債（固定）合計 685千円
繰延税金資産（固定）の純額 10,040千円

－ 37 －

個別注記表



2017/06/26 10:05:46 / 16284869_株式会社ラクーン_招集通知（Ｆ）

７．関連当事者との取引に係る注記
子会社及び関連会社等

（単位：千円）

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者との
関係 取引の内容 取引金額

（注４） 科目 期末残高
（注４）

子会社 株式会社トラスト
＆グロース

所有
直接　100％

役員の兼任
債 権 保 証

経営指導料の
受取（注１） 32,400 未収入金 2,916

保証料の支払
（被保証残高）

（注２）
230,684

(1,560,351) 未払金 27,274

ソフトウエアの
開発受託等
（注３）

36,805 未収入金 8,630

（注）１．経営指導料に関しては、毎期交渉の上決定しております。
２．子会社である株式会社トラスト＆グロースから債権の保証サービスを受けております。なお、被保証残高に

ついては、債権に対する被保証について平成29年４月30日現在の保証枠の金額を記載しております。
また、同サービスに対しては一般的な取引と同水準の保証料を支払っております。

３．取引金額は、帳簿価格を基に決定しております。
４．取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

８．１株当たり情報に関する注記
①　１株当たり純資産額 86円47銭
②　１株当たり当期純利益 ８円25銭
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

平成29年６月22日
株式会社ラクーン

取締役会　御中
有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 安 藤 　 武 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 永 田 　 立 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ラクーンの平成28年５月１日か
ら平成29年４月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計
算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表
明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り
の評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、株式会社ラクーン及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期
間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

平成29年６月22日
株式会社ラクーン

取締役会　御中
有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 安 藤 　 武 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 永 田 　 立 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ラクーンの平成28年５月
１日から平成29年４月30日までの第21期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその
附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細
書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　上
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監査役会の監査報告
監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成28年５月１日から平成29年４月30日までの第21期事業年度の取締役の
職務執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議のうえ、本監査報告書を作
成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に
　ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告
　を受け、必要に応じて説明を求めました。
⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に
　従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査
　の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び
主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社につい
ては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて
子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を
確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定め
る体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体
制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況
について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツ
から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
めました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを
確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する
品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の
通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連
結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく表示して
いるものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な
事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。なお、財務報告に係る内部統制については、
本報告書作成時点において重要な欠陥は認識していない旨の報告を取締役等及び有
限責任監査法人トーマツから受けております。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

平成29年６月22日
株式会社ラクーン　監査役会

常勤監査役 植 松 定 啓 ㊞
監 査 役 中 辻 一 剛 ㊞
監 査 役 小宮山　澄　枝 ㊞

上記３名は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役であります。

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　　剰余金処分の件
　剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

　期末配当に関する事項
　第21期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまし
て、以下のとおりといたしたいと存じます。

　　①　配当財産の種類
　　　　金銭
　　②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　　　　当社普通株式１株につき金４円50銭、総額78,747,129円
　　③　剰余金の配当が効力を生じる日
　　　　平成29年７月24日

第２号議案　　取締役６名選任の件
　取締役小方　功、取締役今野　智、取締役石井俊之、取締役羽山　純及び取締役多喜田二郎の各
氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、経営体制の強化を図るため取締役１名を増員し、取締役６名の選任をお願いする
ものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所有する当社
の 株 式 数

１
お
小

がた
方

 
　

いさお
功

(昭和38年７月５日生)

昭和63年４月 パシフィックコンサルタンツ株式会社　
入社

5,122,000株

平成５年９月 ラクーントレイドサービス（個人事業主）
創業

平成７年９月 有限会社ラクーントレイドサービス設立
取締役社長

平成８年５月 株式会社ラクーンに組織変更　　　　　
代表取締役社長

平成25年５月 当社代表取締役社長兼ＳＤ統括本部長
平成27年２月 当社代表取締役社長（現任）

－ 43 －
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候補者
番　号

氏　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所有する当社
の 株 式 数

２
こん
今

の
野

 
　

さとし
智

(昭和47年１月25日生)

平成６年11月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査　　
法人）入所

249,800株

平成10年４月 公認会計士登録
平成10年６月 公認会計士福田勉事務所入所
平成11年１月 東京共同会計事務所入所
平成
平成
平成
平成
平成

平成

12
12
15
16
20

22

年
年
年
年
年

年

７
７
４
５
７

12

月
月
月
月
月

月

当社財務経理部長
当社取締役財務経理部長
当社取締役副社長兼財務経理部長
当社取締役副社長兼管理部長
当社取締役財務担当副社長兼管理部長　
（現任）
株式会社トラスト＆グロース取締役　　
（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社トラスト＆グロース取締役

３
いし
石

い
井

とし
俊

ゆき
之

(昭和50年２月１日生)

平成10年４月 大和ハウス工業株式会社入社

333,100株

平成12年３月 当社入社
平成13年12月 当社情報戦略部マネージャー
平成
平成
平成
平成
平成
平成
平成

平成

平成
平成
平成
平成

平成

14
15
15
15
18
20
20

21

22
22
23
26

28

年
年
年
年
年
年
年

年

年
年
年
年

年

９
１
７
12
５
５
７

５

12
12
６
１

５

月
月
月
月
月
月
月

月

月
月
月
月

月

当社ＣＳ推進部長
当社セールスマネージメント部長
当社取締役セールスマネージメント部長
当社取締役事業戦略部長
当社取締役経営企画室長
当社取締役社長室長
当社取締役経営戦略担当副社長兼　　　
社長室長
当社取締役経営戦略担当副社長兼　　　
事業企画部長
当社取締役経営戦略担当副社長
株式会社トラスト＆グロース取締役
当社取締役事業開発担当副社長
当社取締役事業開発担当副社長兼　　　
Ｐａｉｄ事業推進部長（現任）
株式会社トラスト＆グロース代表取締役
社長（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社トラスト＆グロース代表取締役社長

－ 44 －
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候補者
番　号

氏　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所有する当社
の 株 式 数

４
は
羽

やま
山

 
　

じゅん
純

(昭和55年９月27日生)

平成12年３月 当社入社

61,100株
平成21年７月 当社技術戦略部ウェブマスターチーム　

テクニカルディレクター兼チームリーダ
ー

平成
平成

22
27

年
年

５
７

月
月

当社技術戦略部テクニカルディレクター
当社取締役（現任）

５
た
多

き
喜

た
田

 
　

じ
二

 
　

ろう
郎

(昭和28年７月５日生)

昭和51年４月 株式会社柏そごう（現株式会社そごう・西
武）入社

－株

昭和54年６月 株式会社ソニープラザ（現株式会社スタイ
リングライフ・ホールディングス）入社

平成17年６月 同社執行役員
平成22年３月 株式会社スタイリングライフ・ホールディ

ングス取締役
平成
平成
　　
平成
　　
平成
平成

24
24
　
25
　
26
27

年
年
　
年
　
年
年

３
４
　
８
　
７
７

月
月
　　
月
　　
月
月

同社取締役退任
同社シェアドサービスカンパニー　　　
デピュティプレジデント
同社グループコンプライアンス本部　　
本部長
同社退社
当社社外取締役（現任）

※６
うえ
植

まつ
松

さだ
定

あき
啓

(昭和39年２月28日生)

昭和

平成
平成

平成

61

18
19

20

年

年
年

年

４

４
10

４

月

月
月

月

株式会社マルフル（現株式会社ＡＯＫＩ）
入社
同社経理部長
株式会社ＭＸ（現株式会社ＡＯＫＩ）　　
管理部長
同社執行役　経理部長

200株
平成21年10月 株式会社ＡＯＫＩホールディングス　　

出向
平成
平成
平成
平成

22
25
28
28

年
年
年
年

４
11
７
７

月
月
月
月

同社転籍
株式会社ＡＯＫＩ出向
当社常勤社外監査役（現任）
株式会社トラスト＆グロース監査役　　
（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社トラスト＆グロース監査役

（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。
　　　２．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
　　　３．所有する当社の株式数は、平成29年４月30日現在のものであります。
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　　　４．多喜田二郎氏は、社外取締役候補者であります。
　　　５．多喜田二郎氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏がこれまで培ってきた豊富なビジ
　　　　　ネス経験や実績に基づき、企業経営に係る幅広い知識と見識を有しており、社外取締役
　　　　　としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。
　　　６．多喜田二郎氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は
　　　　　本総会終結の時をもって２年となります。
　　　７．当社は、多喜田二郎氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第
　　　　　１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限
　　　　　度額は、金100万円または法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、
　　　　　同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
　　　８．当社は、多喜田二郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ておりま
　　　　　す。同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であり
　　　　　ます。

－ 46 －
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第３号議案　　監査役１名選任の件
　監査役植松定啓氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、新たに監査役１名の選任をお
願いするものであります。
　なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

氏　　名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所有する当社
の 株 式 数

はやし
林

 
　

とう
藤

きち
吉

ろう
郎

(昭和44年10月21日生)

平成
平成

８
14

年
年

３
１

月
月

株式会社ジャパンスリーブ入社
同社退社

6,300株

平成17年３月 当社入社
平成18年５月 当社セールスマネージメント部流通開発　　

チームリーダー
平成20年５月 当社ＯＧ事業推進部マネージメントチーム
平成
平成

20
27

年
年

７
４

月
月

当社管理部総務人事チーム
当社社長室　内部監査担当（現任）

（注）１．候補者は、新任の監査役候補者であります。
　　　２．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
　　　３．所有する当社の株式数は、平成29年４月30日現在のものであります。

以上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：東京都千代田区神田神保町二丁目36番１号
住友不動産千代田ファーストウイング１階
ベルサール神保町アネックス
ＴＥＬ：03-3263-1616

神保町駅九段下駅

専修大学

日本大学

ガソリン
スタンド

セブン
イレブン

モスバーガー

ベルサール
九段

北の丸
スクエア

ベルサール
神保町

専大通り

三菱東京
UFJ 銀行

みずほ
銀行

半蔵門線

新宿線

水
道
橋
西
通
り

首
都
高
速

↑
至 
水
道
橋
駅

↑
至 

飯
田
橋
駅

三
田
線

東
西
線

白
山
通
り

A25

ベルサール神保町
アネックス

住友不動産千代田ファーストウイング

交通 ・ 神 保 町 駅「Ａ２番出口」 徒歩２分（半蔵門線・新宿線・三田線）
・ 九 段 下 駅「 ５ 番 出 口 」 徒歩５分（東西線・半蔵門線・新宿線）

　　　◎近隣の「ベルサール神保町」とお間違えのないようご注意ください。

地図




